
～自宅学習に入る 3年生へ～ 

明日から何をしようかと楽しみな気持ちでいっぱいな人が多いと思います。 

①４月からの生活を想像すれば、今から規則正しく過ごすことが大切です。何をするにも「健康」が第一。

体と心の体調管理ができるようにしましょう。 

②体調面に不安がある場合は早めに病院を受診し、４月からの生活に備えましょう。進学・就職にかかわ

らず、なかなか病院に行く時間がとりにくくなるかもしれません。歯科や眼科の受診が必要な人は、こ

の機会に受診しておきましょう。 

③たばこ・お酒などの誘惑に負けないようにしましょう。また、性犯罪などに巻き込まれないように気を

つけましょう。自分の身は自分で守ること！ 

④新生活への不安も出てくると思います。一人で抱えこまず、家族や先生などに相談しましょう。 

何か気になることがあれば、いつでも保健室に来てください。 

保健だより                              平成30年1月31日 No.10 

 相馬東高等学校 保健室 

  

 

 

 冬休みが終わって 2週間が過ぎ、今日で 1月も終わりますね。みなさん、今年 1年の目標を決めて、充実し

た毎日を過ごせていますか？心身のコンディションを十分に整え、目標に向かって一歩一歩、着実に進んでいき

ましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インフルエンザと診断されたら、速やかに学校に連絡してください。発症後 5日かつ解熱後 2日を経過

するまで登校できません。 

感染性胃腸炎も出席停止の対象になります。感染性胃腸炎と診断された場合には、医師に登校の可・不可

を確認してください。 

ゆっくり休んで、しっかり治しましょう！ 

今月の裏面担当は、3年 4 組の保健委員さんで『おしゃれ障害』についてです♪ 




